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新旧対照表 

○神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則（平成９年神奈川県規則第113号） 

 

新 旧 

（排煙の測定） （排煙の測定） 

第32条 条例第27条に規定する規則で定める事業者

は、次の各号に掲げる物質の種類ごとに、当該各号

に定める事業者とする。 

第32条 条例第27条に規定する規則で定める事業者は、

次の各号に掲げる物質の種類ごとに、当該各号に定め

る事業者とする。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略）  

(4) 炭化水素系特定物質（別表第４の２の(１)の表

に掲げる物質をいう。以下同じ。）炭化水素系特

定物質を排出する指定事業所及び土壌汚染対策法

第22条第１項の許可に係る同項に規定する汚染土

壌処理施設（以下「法許可汚染土壌処理施設」と

いう。）（汚染土壌処理業に関する省令第１条第

３号に規定する埋立処理施設及び同条第５号に規

定する自然由来等土壌利用施設を除く。）を使用

する指定外事業所の事業者（資本金の額又は出資

の総額が5,000万円以下であって常時使用する従

業員の数が300人以下の会社又は常時使用する従

業員の数が300人以下の個人を除く。第６号におい

て同じ。） 

(4) 炭化水素系特定物質（別表第４の２の(１)の表

に掲げる物質をいう。以下同じ。） 炭化水素系特

定物質を排出する指定事業所及び土壌汚染対策法

第22条第１項の許可に係る同項に規定する汚染土

壌処理施設（以下「法許可汚染土壌処理施設」とい

う。）（汚染土壌処理業に関する省令第１条第３号

に規定する埋立処理施設を除く。）を使用する指定

外事業所の事業者（資本金の額又は出資の総額が

5,000万円以下であって常時使用する従業員の数が

300人以下の会社又は常時使用する従業員の数が

300人以下の個人を除く。第６号において同じ。） 

(5)・(6) （略）  (5)・(6) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（汚染土壌による埋立て等） （生活環境を保全するために必要な措置） 

第48条の７ 条例第58条の３第１項第４号に規定する

規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋立て等とす

る。 

第48条の７ 条例第58条の３第１項ただし書の規則で

定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各

号に定める措置とする。 

(1) 汚染土壌の処理のため特定有害物質若しくは

ダイオキシン類又はこれらを含む固体若しくは液

体の飛散、揮散、流出又は地下への浸透を防止す

るための措置を講じて行う汚染土壌の埋立て又は

盛土 

(1) 汚染土壌の処理のため、汚染土壌の埋立て又は

盛土を行う場合 法許可汚染土壌処理施設におい

て行うこと又は特定有害物質若しくはダイオキシ

ン類若しくはこれらを含む固体若しくは液体の飛

散、揮散、流出若しくは地下への浸透を防止するた

めの措置を講ずること。 

(2) 汚染土壌の処理のため指定事業所（条例別表第

１の51の２の項に掲げる作業を行う指定施設を設

置するものに限る。）において行う汚染土壌の一

時的な堆積 

(2) 汚染土壌の処理のため、汚染土壌の一時的な堆

積を行う場合 指定事業所（条例別表第１の51の２

の項に掲げる作業を行う指定施設を設置するもの

に限る。）又は法許可汚染土壌処理施設において行

うこと。 

(3) 汚染土壌の積替えのため特定有害物質若しく

はダイオキシン類又はこれらを含む固体若しくは

液体の飛散、揮散、流出又は地下への浸透を防止

するための措置を講じて行う汚染土壌の一時的な

堆積 

(3) 汚染土壌の積替えのため、汚染土壌の一時的な

堆積を行う場合 特定有害物質若しくはダイオキ

シン類又はこれらを含む固体若しくは液体の飛散、

揮散、流出又は地下への浸透を防止するための措置

を講ずること。 

(4) 土壌汚染の除去等の措置のため汚染された土

地を含む一連の敷地内で行う汚染土壌の一時的な

堆積 

(4) 土壌汚染の除去等の措置のため、汚染された土

地で汚染土壌の一時的な堆積を行う場合 当該汚

染された土地を含む一連の敷地内で行うこと。 

(5) 土壌汚染の除去等の措置のため汚染された土

地内で行う汚染土壌の埋め戻し 

(5) 土壌汚染の除去等の措置のため、汚染された土

地で汚染土壌の埋め戻しを行う場合 当該汚染さ

れた土地内で行うこと。 

  

気水第 195 号関係 
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別表第４（第30条、第32条、第40条の４関係） 別表第４（第30条、第32条、第40条の４関係） 

排煙の規制基準（炭化水素系物質） 排煙の規制基準（炭化水素系物質） 

事業所において発生する炭化水素系物質に係る規制

基準は、次に定めるとおりとする。 

事業所において発生する炭化水素系物質に係る規制

基準は、次に定めるとおりとする。 

１ （略） １ （略） 

２ 別表第１の68の項に掲げる貯蔵施設、出荷施設及

び給油施設以外の指定施設並びに法許可汚染土壌処

理施設（汚染土壌処理業に関する省令第１条第３号

に規定する埋立処理施設及び同条第５号に規定する

自然由来等土壌利用施設を除く。）に係る基準 

２ 別表第１の68の項に掲げる貯蔵施設、出荷施設及び

給油施設以外の指定施設並びに法許可汚染土壌処理

施設（汚染土壌処理業に関する省令第１条第３号に規

定する埋立処理施設を除く。）に係る基準 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

  

別表第９（第33条、第37条関係） 別表第９（第33条、第37条関係） 

（略） （略） 

備考 １～11 （略） 備考 １～11 （略） 

12 排水の測定の方法は、ニッケル及びその化

合物にあっては規格Ｋ0102の59に定める方法

に、その他の排水指定物質にあっては環境大

臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和49

年環境庁告示第64号。以下「環境庁告示第64

号」という。）に規定する方法による。この

場合において、次に掲げる排水指定物質に係

る排水の測定の方法は、それぞれ次に定める

項目に係る排出水の検定方法による。 

12 排水の測定の方法は、次に掲げる検査項目の

区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところ

による。 

(１) フェノール類 フェノール類含有量 (１) カドミウム及びその化合物 規格Ｋ

0102の55に定める方法（ただし、規格Ｋ0102

の55.1に定める方法にあっては、規格Ｋ0102

の55の備考１に定める操作を行うものとす

る。） 

(２) 銅及びその化合物 銅含有量 (２) シアン化合物 規格Ｋ0102の38.1.2及

び38.2に定める方法、規格Ｋ0102の38.1.2及

び 38.3に定める方法又は規格Ｋ 0102の

38.1.2及び38.5に定める方法 

(３) 亜鉛及びその化合物 亜鉛含有量 (３) 有機燐
りん

化合物 排水基準を定める省令

の規定に基づく環境大臣が定める排水基準

に係る検定方法（昭和49年環境庁告示第64

号。以下「環境庁告示第64号」という。）付

表１に掲げる方法又はパラチオン、メチルパ

ラチオン若しくはＥＰＮにあっては規格Ｋ

0102の31.1に定める方法（ガスクロマトグラ

フ法を除く。）、メチルジメトンにあっては

環境庁告示第64号付表２に掲げる方法 

(４) 鉄及びその化合物 溶解性鉄含有量 (４) 鉛及びその化合物 規格Ｋ0102の54に

定める方法（ただし、規格Ｋ0102の54.1に定

める方法にあっては規格Ｋ0102の54の備考

１に定める操作を、規格Ｋ0102の54.3に定め

る方法にあっては規格Ｋ0102の52の備考９

に定める操作を行うものとする。） 

(５) マンガン及びその化合物 溶解性マン

ガン含有量 

(５ )  六価クロム化合物  規格Ｋ 0102の

65.2.1に定める方法（着色している試料又は

六価クロムを還元する物質を含有する試料
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で検定が困難なものにあっては、規格Ｋ0102

の65の備考11のｂ)の１)から３)まで及び規

格Ｋ0102の65.1に定める方法）又は規格Ｋ

0102の65.2.6に定める方法（ただし、塩分の

濃度の高い試料を検定する場合にあっては、

規格Ｋ0170―７の７のａ)又はｂ)に定める

操作を行うものとする。） 

(６) クロム及びその化合物 クロム含有量 (６) 砒
ひ

素及びその化合物 規格Ｋ0102の61

に定める方法 

（削除） (７) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化

合物 環境庁告示第59号付表１に掲げる方

法 

 (８) アルキル水銀化合物 環境庁告示第59

号付表２に掲げる方法及び環境庁告示第64

号付表３に掲げる方法 

 (９) ポリ塩化ビフェニル 規格Ｋ0093に定

める方法又は環境庁告示第59号付表３に掲

げる方法 

 (10) トリクロロエチレン 規格Ｋ0125の

5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方

法 

 (11) テトラクロロエチレン 規格Ｋ0125の

5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方

法 

 (12) ジクロロメタン 規格Ｋ0125の5.1、

5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

 (13) 四塩化炭素 規格Ｋ0125の5.1、5.2、

5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法 

 (14) １，２―ジクロロエタン 規格Ｋ0125の

5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

 (15) １，１―ジクロロエチレン 規格Ｋ0125

の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

 (16) シス―１，２―ジクロロエチレン 規格

Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める

方法 

 (17) １，１，１―トリクロロエタン 規格Ｋ

0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定

める方法 

 (18) １，１，２―トリクロロエタン 規格Ｋ

0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定

める方法 

 (19) １，３―ジクロロプロペン 規格Ｋ0125

の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法 

 (20) チウラム 環境庁告示第59号付表４に

掲げる方法（ただし、前処理における試料の

量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合につ

いても100ミリリットルとする。） 

 (21) シマジン 環境庁告示第59号付表５の

第１又は第２に掲げる方法（ただし、前処理

における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出い

ずれの場合についても100ミリリットルとす
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る。） 

 (22) チオベンカルブ 環境庁告示第59号付

表５の第１又は第２に掲げる方法（ただし、

前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相

抽出いずれの場合についても100ミリリット

ルとする。） 

 (23) ベンゼン 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.2

又は5.4.2に定める方法 

 (24) セレン及びその化合物 規格Ｋ0102の

67に定める方法 

 (25) ほう素及びその化合物 規格Ｋ0102の

47に定める方法 

 (26) ふっ素及びその化合物 規格Ｋ0102の

34.1、34.2若しくは34.4に定める方法又は規

格Ｋ0102の34.1ｃ)（注(６)第３文を除く。）

に定める方法及び環境庁告示第59号付表６

に掲げる方法 

 (27) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝

酸化合物及び硝酸化合物 アンモニア又は

アンモニウム化合物にあっては規格Ｋ0102

の42.2、42.3、42.5又は42.6に定める方法に

より検定されたアンモニウムイオンの濃度

に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒

素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあっ

ては規格Ｋ0102の43.1に定める方法により

検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数

0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出す

る方法、硝酸化合物にあっては規格Ｋ0102の

43.2.5又は43.2.6に定める方法により検定

された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259

を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法（た

だし、亜硝酸化合物及び硝酸化合物にあって

は 、 当 該 方 法 に 代 えて 規 格 Ｋ 0102 の

43.2.1(ｃ)12)及びｃ)13)の式中「－Ｃ×

1.348」を除く。）又は43.2.3(ｃ)７)及びｃ)

８)を除く。）に定める方法により検定され

た亜硝酸イオン及び硝酸イオンの合計の硝

酸イオン相当濃度に換算係数0.2259を乗じ

て亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を

検出する方法とすることができる。） 

 (28) １，４―ジオキサン 環境庁告示第59号

付表７に掲げる方法 

 (29) フェノール類 規格Ｋ0102の28.1に定

める方法 

 (30) 銅及びその化合物 規格Ｋ0102の52.2、

52.3、52.4又は52.5に定める方法 

 (31) 亜鉛及びその化合物 規格Ｋ0102の53

に定める方法 

 (32) 鉄及びその化合物 規格Ｋ0102の57.2、

57.3又は57.4に定める方法 

 (33) マンガン及びその化合物 規格Ｋ0102
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の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法 

 (34) クロム及びその化合物 規格Ｋ0102の

65.1に定める方法 

 (35) ニッケル及びその化合物 規格Ｋ0102

の59に定める方法 

13 （略） 13 （略）  

  

別表第10（第33条、第37条関係） 別表第10（第33条、第37条関係） 

公共用水域に排出される排水の規制基準(２) 公共用水域に排出される排水の規制基準(２) 

事業所の排水の生物化学的酸素要求量、化学的酸素

要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目

に係る許容限度は、次に定めるとおりとする。 

事業所の排水の生物化学的酸素要求量、化学的酸素要

求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目に係

る許容限度は、次に定めるとおりとする。 

１ （略） １ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

備考 １～６ （略） 備考 １～６ （略） 

７ 排水の測定の方法は、環境庁告示第64

号に規定する方法による。 

７ 排水の測定の方法は、次に掲げる検査項

目の区分に応じ、それぞれ当該区分に定め

るところによる。 

（削除） (1) 生物化学的酸素要求量 規格Ｋ0102

の21に定める方法 

 (2) 化学的酸素要求量 規格Ｋ0102の17

に定める方法 

 (3) 浮遊物質量 環境庁告示第59号付表

９に掲げる方法 

(2) （略） (2) （略） 

備考 １・２ （略） 備考 １・２ （略） 

３ 排水の測定の方法は、環境庁告示第64

号に規定する方法による。 

３ 排水の測定の方法は、次に掲げる検査項

目の区分に応じ、それぞれ当該区分に定め

るところによる。 

（削除） (1) 生物化学的酸素要求量 規格Ｋ0102

の21に定める方法 

 (2) 化学的酸素要求量 規格Ｋ0102の17

に定める方法 

 (3) 浮遊物質量 環境庁告示第59号付表

９に掲げる方法 

(3) （略） (3) （略） 

備考 １・２ （略） 備考 １・２ （略） 

３ 排水の測定の方法は、環境庁告示第64

号に規定する方法による。 

３ 排水の測定の方法は、次に掲げる検査項

目の区分に応じ、それぞれ当該区分に定め

るところによる。 

（削除） (1) 生物化学的酸素要求量 規格Ｋ0102

の21に定める方法 

 (2) 化学的酸素要求量 規格Ｋ0102の17

に定める方法 

 (3) 浮遊物質量 環境庁告示第59号付表

９に掲げる方法 

(4) （略） (4) （略） 

ア （略） ア （略） 

備考 １～６ （略） 備考 １～６ （略） 

７ 排水の測定の方法は、環境庁告示第

64号に規定する方法による。 

７ 排水の測定の方法は、次に掲げる検査

項目の区分に応じ、それぞれ当該区分に
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定めるところによる。 

（削除） (1) 生物化学的酸素要求量 規格Ｋ

0102の21に定める方法 

 (2) 化学的酸素要求量 規格Ｋ0102の

17に定める方法 

 (3) 浮遊物質量 環境庁告示第59号付

表９に掲げる方法 

イ （略） イ （略） 

備考 １ （略） 備考 １ （略） 

２ 排水の測定の方法は、環境庁告示第

64号に規定する方法による。 

２ 排水の測定の方法は、次に掲げる検査

項目の区分に応じ、それぞれ当該区分に

定めるところによる。 

（削除） (1) 生物化学的酸素要求量 規格Ｋ

0102の21に定める方法 

 (2) 化学的酸素要求量 規格Ｋ0102の

17に定める方法 

 (3) 浮遊物質量 環境庁告示第59号付

表９に掲げる方法 

２ （略） ２ （略） 

備考 １～７ （略） 備考 １～７ （略） 

８ 排水の測定の方法は、次に掲げる項目の

区分に応じ、それぞれ次に定めるところに

よる。 

８ 排水の測定の方法は、次に掲げる検査項目

の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めると

ころによる。 

(１) (２)及び(３)に掲げる項目以外の項

目 環境庁告示第64号に規定する方法 

(１) 水素イオン濃度 規格Ｋ0102の12.1

に定める方法 

（削除） (２) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

環境庁告示第64号付表４に掲げる方法 

 (３) 大腸菌群数 下水の水質の検定方法

に関する省令（昭和37年厚生省・建設省令

第１号）第６条に定める方法 

(２) （略） (４) （略） 

(３) （略） (５) （略） 

  

別表第17（第93条の２関係） 別表第17（第93条の２関係） 

環境汚染の原因物質及び基準値 環境汚染の原因物質及び基準値 

１ 媒体別分類 １ 媒体別分類 

(１) （略）   (１) （略）  

(２) 水質 (２) 水質 

 物質 基準値 測定方法   物質 基準値 測定方法  

 （略）     （略）    

 全シアン （略） 規格Ｋ0102の38.1.2

（規格Ｋ0102の38の

備考11を除く。以下

同じ。）及び38.2に

定める方法、規格Ｋ

0102 の 38.1.2 及 び

38.3に定める方法、

規格Ｋ0102の38.1.2

及び38.5に定める方

法又は環境庁告示第

59号付表１に掲げる

  全シアン （略） 規格Ｋ0102の38.1.2

及び38.2に定める方

法、規格Ｋ 0102の

38.1.2及び38.3に定

める方法又は規格Ｋ

0102 の 38.1.2 及 び

38.5に定める方法 
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方法 

 （略）     （略）    

 六価クロム （略） 規 格 Ｋ 0102 の 65.2

（ 規 格 Ｋ 0102 の

65.2.7を除く。）に

定める方法（ただし、

規格Ｋ0102の65.2.6

に定める方法により

汽水又は海水を測定

する場合にあって

は、規格Ｋ0170―７

の７のａ)又はｂ)に

定める操作を行うも

のとする。） 

  六価クロム （略） 規格Ｋ0102の65.2に

定める方法（ただし、

規格Ｋ0102の65.2.6

に定める方法により

汽水又は海水を測定

する場合にあって

は、規格Ｋ0170―７

の７のａ)又はｂ)に

定める操作を行うも

のとする。） 

 

 （略）     （略）    

 総水銀 （略） 環境庁告示第59号付

表２に掲げる方法 

  総水銀 （略） 環境庁告示第59号付

表１に掲げる方法 

 

 アルキル水銀 （略） 環境庁告示第59号付

表３に掲げる方法 

  アルキル水銀 （略） 環境庁告示第59号付

表２に掲げる方法 

 

 ＰＣＢ （略） 環境庁告示第59号付

表４に掲げる方法 

  ＰＣＢ （略） 環境庁告示第59号付

表３に掲げる方法 

 

 （略）     （略）    

 チウラム （略） 環境庁告示第59号付

表５に掲げる方法 

  チウラム （略） 環境庁告示第59号付

表４に掲げる方法 

 

 シマジン （略） 環境庁告示第59号付

表６の第１又は第２

に掲げる方法 

  シマジン （略） 環境庁告示第59号付

表５の第１又は第２

に掲げる方法 

 

 （略）     （略）    

 ふっ素 （略） 規 格 Ｋ 0102 の 34.1

（規格Ｋ0102の34 の

備考１を除く。）若

しくは34.4（妨害と

なる物質としてハロ

ゲン化合物又はハロ

ゲン化水素が多量に

含まれる試料を測定

する場合にあって

は、蒸留試薬溶液と

して、水約200ミリリ

ットルに硫酸10ミリ

リットル、りん酸60

ミリリットル及び塩

化ナトリウム10グラ

ムを溶かした溶液と

グリセリン250ミリ

リットルを混合し、

水を加えて 1,000ミ

リリットルとしたも

のを用い、規格Ｋ

0170－６の６図２注

  ふっ素 （略） 規格Ｋ0102の34.1若

しくは34.4に定める

方法又は規格Ｋ0102

の34.1ｃ）（注（６）

第３文を除く。）に

定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマ

トグラフ法で妨害と

なる物質が共存しな

い場合にあっては、

これを省略すること

ができる。）及び環

境庁告示第59号付表

６に掲げる方法 
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記のアルミニウム溶

液のラインを追加す

る。）に定める方法

又は規格Ｋ 0102の

34.1.1ｃ）（注（２）

第３文及び規格Ｋ

0102の34の備考１を

除く。）に定める方

法（懸濁物質及びイ

オンクロマトグラフ

法で妨害となる物質

が共存しないことを

確認した場合にあっ

ては、これを省略す

ることができる。）

及び環境庁告示第59

号付表７に掲げる方

法 

 （略）     （略）    

 １，４―ジオキ

サン 

（略） 環境庁告示第59号付

表８に掲げる方法 

  １，４―ジオキ

サン 

（略） 環境庁告示第59号付

表７に掲げる方法 

 

 （略）     （略）    

備考 （略） 備考 （略）  

(３) 地下水 (３) 地下水 

 物質 基準値 測定方法   物質 基準値 測定方法  

 （略）     （略）    

 全シアン （略） 規格Ｋ0102の38.1.2

（規格Ｋ0102の38の

備考11を除く。）及

び 38.2に定める方

法、規格Ｋ 0102の

38.1.2及び38.3に定

める方法、規格Ｋ

0102 の 38.1.2 及 び

38.5に定める方法又

は環境庁告示第59号

付表１に掲げる方法 

  全シアン （略） 規格Ｋ0102の38.1.2

及び38.2に定める方

法、規格Ｋ 0102の

38.1.2及び38.3に定

める方法又は規格Ｋ

0102 の 38.1.2 及 び

38.5に定める方法 

 

 （略）     （略）    

 六価クロム （略） 規 格 Ｋ 0102 の 65.2

（ 規 格 Ｋ 0102 の

65.2.7を除く。）に

定める方法（ただし、

規格Ｋ0102の65.2.6

に定める方法により

塩分の濃度の高い試

料を測定する場合に

あっては、規格Ｋ

0170―７の７のａ)

又はｂ)に定める操

作を行うものとす

  六価クロム （略） 規格Ｋ0102の65.2に

定める方法（ただし、

規格Ｋ0102の65.2.6

に定める方法により

塩分の濃度の高い試

料を測定する場合に

あっては、規格Ｋ

0170―７の７のａ)

又はｂ)に定める操

作を行うものとす

る。） 
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る。） 

 （略）     （略）    

 総水銀 （略） 環境庁告示第59号付

表２に掲げる方法 

  総水銀 （略） 環境庁告示第59号付

表１に掲げる方法 

 

 アルキル水銀 （略） 環境庁告示第59号付

表３に掲げる方法 

  アルキル水銀 （略） 環境庁告示第59号付

表２に掲げる方法 

 

 ＰＣＢ （略） 環境庁告示第59号付

表４に掲げる方法 

  ＰＣＢ （略） 環境庁告示第59号付

表３に掲げる方法 

 

 （略）     （略）    

 チウラム （略） 環境庁告示第59号付

表５に掲げる方法 

  チウラム （略） 環境庁告示第59号付

表４に掲げる方法 

 

 シマジン （略） 環境庁告示第59号付

表６の第１又は第２

に掲げる方法 

  シマジン （略） 環境庁告示第59号付

表５の第１又は第２

に掲げる方法 

 

 （略）     （略）    

 ふっ素 （略） 規 格 Ｋ 0102 の 34.1

（規格Ｋ0102の34の

備考１を除く。）若

しくは34.4（妨害と

なる物質としてハロ

ゲン化合物又はハロ

ゲン化水素が多量に

含まれる試料を測定

する場合にあって

は、蒸留試薬溶液と

して、水約200ミリリ

ットルに硫酸10ミリ

リットル、りん酸60

ミリリットル及び塩

化ナトリウム10グラ

ムを溶かした溶液と

グリセリン250ミリ

リットルを混合し、

水を加えて 1,000ミ

リリットルとしたも

のを用い、規格Ｋ

0170－６の６図２注

記のアルミニウム溶

液のラインを追加す

る。）に定める方法

又は規格Ｋ 0102の

34.1.1ｃ）（注（２）

第３文及び規格Ｋ

0102の34の備考１を

除く。）に定める方

法（懸濁物質及びイ

オンクロマトグラフ

法で妨害となる物質

が共存しないことを

確認した場合にあっ

  ふっ素 （略） 規格Ｋ0102の34.1若

しくは34.4に定める

方法又は規格Ｋ0102

の34.1ｃ）（注（６）

第３文を除く。）に

定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマ

トグラフ法で妨害と

なる物質が共存しな

い場合にあっては、

これを省略すること

ができる。）及び環

境庁告示第59号付表

６に掲げる方法 
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ては、これを省略す

ることができる。）

及び環境庁告示第59

号付表７に掲げる方

法 

 （略）     （略）    

 １，４―ジオキ

サン 

（略） 環境庁告示第59号付

表８に掲げる方法 

  １，４―ジオキ

サン 

（略） 環境庁告示第59号付

表７に掲げる方法 

 

備考 （略） 備考 （略）  

２ （略） ２ （略） 

  
 


